
自転車乗用中の死亡事故における 
ヘルメットの着用状況 

 

 

 

 

 

 

自分を守る ヘルメットを着用し、頭部を守りましょう！ 

            

  

       

   

    

他者も守る 事故の相手方を補償する自転車保険に加入しましょう！ 

交通事故は、事故を起こした本人だけでなく、被害者の人生に大き

く影響します。 

相手のため、自分のためにも保護者の方と一緒に検討し、自転車保

険に加入しましょう。 
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【事例１】  

自転車で登校中、Ｔ字路で貨物自動車と出合い頭に衝突した。現場に居合わせた人が１１９

番通報し、救急車で病院に搬送されたが、同日死亡した。 

【事例２】  

自転車で登校中、片側 1 車線の道路左側を走行していた。交差点の手前で、右折しようと

横断していたところ、直進してきた車両と衝突し、自転車ごと転倒した。ドクターヘリで病院

に搬送されたが、数日後に死亡した。 

【事例３】  

自転車で登校中、トラックと衝突し救急車で病院に搬送されたが、約 7 か月後に死亡した。 

※すべて令和２年中の事故です。 

出典：日本スポーツ振興センター 

「学校の管理下の災害［令和 3 年版］」 

※道路交通法の一部改正

により、全ての自転車利

用者にヘルメット着用の

努力義務が課されるよう

になります。 

（令和４年４月から１年

以内に施行されます。） 

自転車乗用中の死者の損傷主部位 

 

出典：警察庁交通局 
「令和３年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」 


